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令和7年度 後期

政務調査研究報告

飯田市議会公明党

報告者 岡村弘子

1.災害ケースマネージメントの取組について

日時 令和8年1月20日13時30分～15時00分

場所 愛知県岡崎市役所

説明 市民安全部防災課 伊藤 浩貴 氏、福田 裕介 氏

2.『認知症不安ゼロのまち』への取組について

日時 令和8年1月21日10時00分～11時30分

場所 愛知県大府市役所
説明 福祉部高齢障がい支援課 小島 紳也 氏

鈴木 智識 氏

視察先・調査事項
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３.女性防災リーダー養成と任意の小規模避難所ネットワークづく
りの取組

日時 令和8年1月21日1４時00分～16時30分

場所 愛知県名古屋市 子ども女性ネット東海

説明 執行理事 藤岡 喜美子 氏

エリアマネージャー 森好 佐和子 氏

４.菊川市こども・わかもの参画宣言について

日時 令和8年1月22日9時00分～11時30分

場所 静岡県菊川市役所

説明 総務部 地域支援課 課長 澤崎 文宏 氏

市民協働センター長 笠原 活世 氏

視察先・調査事項

日時 令和8年1月20日13時30分～15時00分
場所 愛知県岡崎市役所
説明 市民安全部防災課 伊藤 浩貴 氏

福田 裕介 氏

災害ケースマネージメントの取組について
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１岡崎市の概要
◆中核市
◆⼈⼝（R7.4.1）
381,638⼈

◆世帯数
171,844世帯

◆⾯積
387.20㎢

◆⾼齢化率
24.90％

◆⾃治会加⼊率
89％

１岡崎市の災害リスク
◆地震
「東海地震に係る地震防災対策強化地域」及び
「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定
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１岡崎市の災害リスク
⽮作川洪⽔浸⽔想定区域図

7

・想定最⼤規模
⽮作川流域の48時間総⾬量683ｍｍ
・家屋倒壊等氾濫想定区域は
浸⽔想定区域の約９割を占める

・浸⽔想定区域内には20万⼈の市⺠が⽣活

中部地方整備局 豊橋河川事務所HPより

浸水想定区域内に
留まると危険

一斉避難による
混乱の発生

２岡崎市の過去災害（平成20年８⽉末豪⾬）

平成20年8月29日午前2時の雨量

中⼼部の地域（東⻄約3km南北約5km）が周囲と⽐較して突出している。

『⽔害でも「不意打ち」で被災している』
◆⽔害は、事前に来襲を察知できると⾔われる
◆実際には、地震のように「不意打ち」で被災してい
る

◆過去の被災経験、
普段の降⾬量が邪魔する⾯がある

◆事態が急速に展開すると、
避難情報の発令も遅れる

◆来るのはわかるが、
準備万端で対応できるわけではない

◆被害概要
死者２名
床上・床下浸⽔3,000棟以上
＜災害ボランティア⽀援センター開設＞
・設置期間 ８⽉２９⽇〜９⽉７⽇
・ニーズ受付件数 ３４４件
・災害ボランティア受付件数 １,９００⼈
・災害ボランティアコーディネーター数 ４６３⼈
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３災害時避難⾏動要⽀援者制度
◆夜間避難誘導訓練

４個別避難計画
◆個別避難計画の作成
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４個別避難計画
◆ひなんさんぽ

５岡崎市版災害ケースマネジメントの取組み
◆実施体制

災害対応のマルチセクター化
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５岡崎市版災害ケースマネジメントの取組み
◆令和５年度の取組み

５岡崎市版災害ケースマネジメントの取組み
◆令和６年度の取組み
・災害ケースマネジメント推進会議設置（附属機関設置条例改正）
・災害ケースマネジメント実施体制整備に向けたモデル事業（内閣府）
≪市職員及び関係者団体の⼈材育成研修（４回）≫
第１回講師：津久井 進 ⽒(⽇本弁護⼠連合会・災害復興⽀援委員会)
第２回講師：岩村 正裕 ⽒(宇和島市⾼齢者福祉課⻑)

⽴岡 学 ⽒(特定⾮営利活動法⼈ワンファミリー仙台理事⻑)
第３回講師：⽥村 太郎 ⽒(⼀般財団法⼈ダイバーシティ研究所)
第４回講師：⽻村 ⿓ ⽒

≪先進地視察（広島県三原市、坂町、岡⼭県倉敷市）≫
≪災害ケースマネジメントシンポジウム（１回）≫
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５岡崎市災害ケースマネジメント推進会議
◆地域⽀え合いセンターの機能

５岡崎市災害ケースマネジメント推進会議
◆岡崎市版訪問調査票の検討
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６ その他
◆⼤規模災害発⽣時の福祉的課題

６ その他
◆任意の⼩規模避難所
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岡崎市災害ケースマネージメントの取組について
視察 まとめ

・継続性を持たせるために、災害ケースマネジ
メント推進会議を設置。このことにより様々な立
場の方と連携し、有事に備える体制が整ってお
り重要な取組と考える。

• 災害ケースマネジメントは重層的支援体制と
ほぼ同じであると言うこと、本筋は「生活者の
支援から」この視点はとても重要なポイントで
あると考える。

• 岡崎市の強みは「防災」と「福祉」の連携であ
り、個別避難計画を福祉部が担当するなどし
ている点を見ても、災害ケースマネージメント
推進については重要な視点であると考える。

日時 令和8年1月22日9時00分～11時30分

場所 静岡県菊川市役所
説明 総務部 地域支援課 課長 澤崎 文宏 氏

市民協働係 係長 戸塚 宏太 氏
市民協働センター長 笠原 活世 氏

菊川市こども・わかもの参画宣言について
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菊川市の概要

菊川市 協働の歩み

①平成17年1月 菊川市誕生(小笠町・菊川町が合併)新市まちづくり計画

②平成27年度 菊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

③平成28年4月 菊川市市民協働センター設立

④平成31年度 菊川市協働の指針策定

⑤平成2年3月 菊川市役所東館プラザきくるが併用開始

⑥平成5年4月 こども基本法施行、菊川こども・わかもの参画協議会設置

⑦令和5年１１月 菊川市こども・わかもの参画宣言

⑧令和6年から 宣言に込められた想いを形にする取組を推進



12

包括的な連携協定(フレンドシップ協定)

〇平成28年2月 静岡県立小笠高等学校

3月 常葉大学付属菊川高校

〇まちづくりプレゼンテーション大会

高校生が考えた菊川市の課題やそれに対する解決策について、
代表生徒が市長をはじめとする行政職員や議員、学校教員、
地域住民など多くの関係者に向けて発表

高校生が
地域で主
体的に学

ぶ

将来を担う
人材育成

郷土愛を
育む

菊川市役所東館プラザきくる 開館

〇令和2年3月 市役所地域支援課・市民協働センターが移転

〇市民協働の新たな視点として、協働により、『住んでよかった、
住み続けたい』まちの実現

〇庁舎東館を核とした市民力による賑わいの創出

〇市民協働センター運営委託業務

・多様な主体をつなぐコーディネート

・協働の担い手支援

・協働への参画機会の拡充

・庁舎東館多目的エリアの運用と賑わい創出の促進
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菊川市市民協働センターの役割

〇菊川市の更なる市民活動のと市民協働の仲介・推進の拠点
〇「市民・若者が主体となって社会を変えていく」ことを支える

出来た！！

介入

令和5年4月 こども基本法が施行

令和5年3月、NPO法人『わかもののまち』代表理事である土肥
氏が、市全体でこども・わかものの参画等に取り組んでいく事を
明確にするため、「こども・わかもの参画宣言」をすることを菊川
市長に提案

令和5年11月に、NPO法人「わかもののまち」が主催し、菊川
市で開催する「わかもののまちサミット」で宣言を発表することが
決定

〇市民協働センターが中心となり、こども・わかもの参画協議会
を設置



14

全てのこども・若者が自分らしく自分の想いを表現し参画できる社会
の実現を目指し、地域・ＮＰＯ・学校・企業・行政等が協働しながら、
こども・若者のまちづくりへの更なる参画を推進することを宣言

令和5年11月19日
菊川市こども・わかもの参画宣言

宣言の「想い」を「形」に！①

令和6年4月

こども・若者参画協議会の市による設置

市民協働センターから市が引継いで設置

こども・若者の参加・参画及び意見微収・意見反映において

必要な仕組みや支援体制等について協議

こども計画策定にあたり、

協議会の意見として提案
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宣言の「想い」を「形」に！②

こども・若者参画支援交付金制度の新設
令和6年7月、自主的な地域づくり活動にチャレンジしようとする
若者団体を支援するため、こども・若者参画支援交付金制度を
創設(上限5万円)

令和6年度は5団体が活用 確定額 243，864円

令和7年度

・菊川市こども・若者参画支援交付金『未来の種に決定』

・1団体当たり10万円に増額 4団体

宣言の「想い」を「形」に！③

こども・若者から意見等を聴取する仕組づくり
令和6年に静岡県が導入したオンラインプラットホーム「こえのも
りしずおか」の共同利用に参画

令和7年度から菊川市はスタート

こども・若者から意見等を聴取する仕組づくり
市民協働センターとは別に、ユースワーカーのスキルを持つ人
材を確保するため、「地域おこし協力隊」の制度を活用し募集
中！令和7年から1名参加。
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わかもののまちサミット2023 「きくる」放課後立ち寄れる場

きくがわジュニアアート教室

みんなのアソビバ

小さな収穫祭
きくがわ高校生まちづくりスクール菊川まちづくり部（ユースカウ

ンシル菊川）

中高生NPO体験セミナー
高校生の
マイプロ
ジェクト

菊川市 こども・わかもの参画宣言について 視察 まとめ

〇こども・若者の参画は、短期間で大きな成果が見えるもの
ではないが、主体性や責任感が生まれ、地域に対する関心
や愛着を持つきっかけになる。

〇若者が地域の会議や活動に参加することで、大人側の関
わり方が変わる。対話を大切にした積み重ねが、将来的な地
域活動の担い手育成や、持続可能な地域づくりにつながる。

〇「こども・わかもの参画協議会」は、宣言後もそこに込めら
れた「想い」を「形」にするにはどうしたらいいかを協議、継続
する視点で重要な役割を担っている。

〇NPO法人アートコラールきくがわは、こども・若者を含む多
様な市民が地域づくりに関わるための「土台づくり」「対話の
場のコーディネート」「参画のプロセスを支える黒子役」等の
役割。飯田市のムトスぷらざとの関係性も近いと考え、若者
交流など地域間交流等を期待する。
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ご清聴ありがとうございました

きくのん


